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鎌倉が人事・労務の専門誌 「ビジネ

スガイド」（日本法令）の労務相談コー

ナーの回答者として毎月登場します。 

１月号から毎月、連載となります。 

ぜひご一読下さい！ 

 関心をお持ちの企業様はご一報下さ

い。執筆記事をご案内致します。 
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発行 ：社会保険労務士法人エール 
〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町 1018 

TEL  045-549-1071   FAX  045-549-1072 

Email ： info@sr-yell.com 

●代表より  ●ビジネスガイド（日本法令）「労務相談室」連載執筆  ●2010 年労務カレンダー ●雇用調整助成金

の要件緩和  ●１月１日 日本年金機構スタート  ●労務相談室  ●生産性新聞：取材記事 ●スタッフコラム 

 

蔭山です。 昨年は不況下で労使紛争が急増、雇用調整に関するご相談、雇用調整助成金のご依頼が多い一年

でした。過去、雇用調整助成金がこれほどまでに活用されたことはなかったのではないでしょうか。（１２月よりさら

に緩和されていますので詳細は３頁をご参照下さい。） 

 今年は労働関連法の改正が目白押しです。 改正労働基準法、改正育児介護休業法が施行されます。 

週刊誌には企業を訴える方法を弁護士が指南する記事、電車には「残業代未払請求」の法律事務所の吊り広告

が見受けられるようになり、労務に関しては、確実に企業に厳しい方向へと変化しています。  

エールは、企業経営者の身近なパートナーとして何でもご相談頂ける体制づくり、付加価値の向上に注力して参り

ます。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

鎌倉です。 新年あけましておめでとうございます。 年末年始は執筆の締め切りに追われております・・・今年は

単行本の発行予定もございます！ 

さて、大晦日、家族が寝た後に、毎年大切にしている自分の時間があります。日常への感謝や反省の時間・・・・ 

このちょっとした時間が普段はなかなかとれないのですが、お正月を目前にすると不思議とそのような時間を持ち

たくなります。 

白紙のノートに、１年の振り返りと、新年にやりたいこと、やるべきこと、仕事もプライベートも含め思いつくままに

書き出します。そのあとに、それとは別に１０年先までの大ざっぱな人生プランを家族の年齢も書き入れて、年表

のような表にします。 思い通りでないことも多いのですが、数年前に書いたものと見比べても結構面白いです。 

予定や目標達成のために書くというよりは、ゆっくり自分と向き合って自分の原点を見直したり、気持ちを整理した

り、将来を考えるために書いています。 この時間を持つと新たな気持ちで新年を迎えられます。 

 皆様はどのような新年を過ごされましたか？  本年も一同、どうぞよろしくお願い致します。 
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◆平成２２年の年間予定表について月ごとに予定と概要をお知らせします。 

 保険料率等現時点では決定されていない箇所もありますが、対応月に間に合うよう事前にご案内いたし

ます。 

 

 

月 予 定 概 要 

１月 日本年金機構の発足 
社会保険庁が廃止され、社会保険事務所は年金事務

所に名称が変わりました。 

３月 介護保険料率の変更 介護保険料率が見直されます。 

４月 

雇用保険料率の変更 雇用保険料率は０．４％⇒０．６％に引き上げの予定。 

改正労働基準法施行 

大企業における月 60 時間超の残業割増率が現行の

25％から 50％に、また、引上げた分の割増賃金の支払

に代えて時間単位の有給休暇が可能になります。 

改正育児・介護休業法 

（第２次）施行 

育児介護休業法に基づく労使間の紛争について、調停

委員による調停制度がスタートします。 

５月 住民税の決定 ６月～翌年７月までの住民税の納付額が決定します。 

６月 
改正育児・介護休業法 

（第３次）施行 

子の看護休暇の拡充、介護休暇、パパママ育休プラス

等がスタートします。 

７月 

障害者雇用促進法改正 
納付金制度の適用が 201 人以上の企業に拡大、なお、

短時間労働者も雇用率にカウントされるようになります。 

労働保険の年度更新 
２１年４月から２２年３月までの賃金総額に対して労働保

険料率を算出し、７月１０日までに申告を行います。 

社会保険の算定基礎届 
４月・５月・６月の報酬を基礎に、標準報酬月額の見直し

を行います。 

９月 

厚生年金保険料率の変更 
厚生年金保険料率は０．３５４％料率が上がります。 

労使で１５．７０４％（現行）⇒１６．０５８％へ引き上げ。 

健康保険料率（協会けんぽ）の

変更 

医療費に応じて各都道府県の支部ごとに保険料率が見

直されます。 
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【支給対象事業主】  受給できる事業主はⅠからⅢいずれにも該当する事業主 

Ⅰ 雇用保険の適用事業所 

Ⅱ 次のいずれかの生産量要件を満たす事業主 

  Ａ 売上高又は生産量の最近３ヶ月間の月平均値がその直前３ヶ月又は前年同期に比べ５％減少している

こと（ただし、直近の決算等の経常損益が赤字であれば５％未満の減少でも可） 

 ＜追加改正＞（★要件緩和） 

Ｂ 売上高又は生産量の最近３ヶ月間の月平均値がその直前３ヶ月又は前々年同期に比べ 10％以上減少

かつ直近の決算等の経常損益が赤字であること（ただし、対象期間の初日が「雇用調整助成金」は平成２

１年１２月１４日から平成２２年１２月１３日までの間にあるもの、「中小企業緊急雇用安定助成金」は平成

２１年１２月２日から平成２２年１２月１日までの間にあるものに限る） 

Ⅲ それぞれ次のいずれにも該当する休業等又は出向を行う事業主 

   ① 対象期間内（事業主が指定した日から１年間）に実施されるもの 

   ② 休業等が雇用保険被保険者を対象とするもの 

   ③ 休業について、休業手当の支払が労働基準法２６条に違反していないこと 

   ④ 休業等について労使間の協定を締結していること 

   ⑤ 教育訓練について、通常行われる教育訓練ではないこと 
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労働局に提出する支給申請書類の一部が変更されました。 

これまで様式第５号（３）・（４）・（５）で別々に記載していた 

事項を、新様式の「様式第５号（３）休業実績一覧表」でま 

とめて記載する形に変わりました。 

旧様式の廃止に伴い、新様式を厚生労働省の HP から 

ダウンロードできますが、エールからもお渡しすることが 

可能ですので、気軽にお問い合わせ下さい。 

21 ₴

12  

申請様式の変更 

῏ͨ ῐ 
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中小企業等で働く方々が加入している健康保険（政府管掌健康保険）は、平成２０年１０月、社会保険庁

より健康保険事業を引き継いで、全国健康保険協会が設立されました。公的年金の運営業務についても、

平成２２年１月から「日本年金機構」に移管され、事実上社会保険庁は廃止されました。 

年金問題に端を発した、組織構造・体質に関わる問題を一掃し、国民へのサービス向上が期待されます。 

 

                                 

                    （平成２０年１０月）        

    

（平成２２年 １月） 

  日本年金機構の概要         

    

１．組織等  

   ○ 名 称 ： 日本年金機構（にっぽんねんきんきこう） 

   ○ 組 織 ： 非公務員型の公法人（特殊法人） 

            本部・地方ブロック本部（９箇所）・年金事務所（３１２箇所） 

   ○ 設 立 ： 平成２２年１月１日 

  ２．今後の年金業務について 

   ○ 年金制度の管理責任や財政責任・・・・厚生労働大臣 

   ○ 保険料徴収や年金給付、年金記録管理などの運営責任・・・・日本年金機構 

   ○ 運営業務にかかる実務・・・・民間企業へ外部委託 

   ○ 悪質な滞納者への強制徴収・・・・財務大臣を通じて国税庁長官へ委任 

※悪質な滞納とは・・・ 

・２年以上の長期滞納    財産隠匿が疑われるような悪質な案件等に、 

・滞納額が高額        国税庁の徴収ノウハウを活かすと効果が期待 

・財産隠匿           できるものに対して国税庁長官へ委任される。 

 

３．変わること変わらないこと 

○ 年金証書や年金手帳は既存のものをそのまま使用します。機構に変わることで変更 

の手続きをしてもらう必要はありません 

    ○ 名称が変わるだけで、住所地・電話番号は変わりません。 

○ 届出の方法も従来と同様ですが、年金機構で受付した届出書は、記載内容確認後、 

外部委託した事務センターに回付され一括して処理されます。事務センターで登録 

された情報が協会けんぽに伝達されて初めて健康保険証が発行されます。 

事務センターを迂回する分従来より２～３日程の日数を要することになります。 

社会保険庁 

全国健康保険協会 

日 本 年 金 機 構 
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       政府管掌の健康保険から協会けんぽへ事業が移管されましたが、都道府県ごとで保険

料率が違うと聞きました。どういうことですか。 
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協会けんぽの保険料率について 

     平成 20 年 10 月から政府管掌健康保険 （政管健保） は， 全国健康保険協会管掌健康

保険 （協会けんぽ） に変わりました。 これに伴い， 全国一律の保険料率（82/1,000） 

は廃止され， 都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率が設定されることになっ 

ています。これは、疾病予防等の地域の自助努力の取組によって医療費が低くなっても、保険料

率に反映されないという問題点が指摘されていた為です。しかしながら、都道府県単位の保険料

率を設定するにあたっては 

① 年齢構成の高い県ほど医療費が高く保険料が高くなる 

② 所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料が高くなる  

といった問題も生じてきます。 そこで、年齢構成や所得水準の違いを都道府県間で調整し、保険

料率を算出することになりました。 

 それでも、 都道府県支部が算定した保険料をそのまま適用すると、かなり大きな地域格差が生

じることが予想されるため、 協会けんぽ発足後５年間 （平成25 年９月まで） は、 現行の保険料

率と都道府県単位保険料率との差が 「政令で定める基準」 を上回る場合、激変緩和措置を講じ

ることになっています。  

 激変緩和措置 （引上げ・引下げ率を初年度は一律1/10 に調整する方法） により， 最高保険

料率は北海道の 8.26％ 、最低保険料率は長野県の 8.15％となり、最高と最低との差は0.11％ 

に抑えられ、地域によって大きな差は見られません。 

 

◆◇保険料率の今後の見通し◇◆ 

少子高齢化が進み医療費は膨れ上がっているものの、保険料収入はほとんど伸びていませ

ん。サラリーマン本人の医療費を２割から３割負担・老人保険制度の対象年齢を７０歳から７５歳

へ引き上げるなどの措置を行ってきましたが、医療費を抑える大きな効果はありませんでした。ま

た、昨今の新型インフルエンザの流行により医療支出が増え、医療財政は更に悪化しています。 

このような財政状況の悪化を踏まえ、全国平均で8.2％を維持していた保険料率は、今年から

一気に 9.9％への引上げが避けられない見通しです。また、医療機関への診療報酬の見直しも国

会で検討されており、更なる保険料率の引き上げも予想されます。 

 ◆ひと月の保険料比較 

 

 

全国平均 

（８．２％） 

今後の見通し 

（９．９％） 
差 額 

標準報酬月額 

２８万円の場合 

（労使折半額） 

２２，９６０円 

（１１，４８０円） 

２７，７２０円 

（１３，８６０円） 

４，７６０円 

（２，３８０円） 
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今月のコラム 

は武 田が 

担当します。  

 

 

 

 

平成２１年１２月１５日付の生産性新聞 

（発行：（財）日本生産性本部）の一面 

「有識者からの一言」欄に弊社 鎌倉の 

インタビュー記事が掲載されました。 

労使トラブルを巡る相談が増加する中、 

日々、感じていることを述べたものです。 

  関心をお持ちの方はご一報下さい。 

記事をご送付致します。 
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